
 

令和  年  月  日 

西東京市長 あて 

 

国民健康保険料徴収猶予申請書 

 
申請者住所                    

申請者氏名                    

 

西東京市国民健康保険条例第32条の規定により、次のとおり関係書類を添えて 

国民健康保険料の徴収猶予を申請します。 

 

記 

１ 納付義務者 

氏 名  

住 所  

電話番号  

 

２ 保険料の額等 

年

度 

期別 

月別 

科目 納期限 保険料額 延滞金額 

      

別紙のとおり 

      

合計   

 

３ 申請理由 

 

 

 

4 猶予期間 

納期未到来の保険料については、各納期限の翌日から 3 か月間。 

その他の保険料については、申請書を市が受領してから 3 か月間。 

 
（注１） 徴収猶予期間は最大で３か月です。（西東京市国民健康保険条例第 32条） 

（注２） 徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付してください。 

（注３） 猶予期間中であっても、督促状や催告書が発送される場合があります。 

（注４） 猶予期間中であっても、財産調査等を受ける場合があります。 


